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●整備効果
かつて、琵琶湖周辺では内湖や湿地帯が多く存在し、フナなどのコイ科魚類の産卵・生育
場や水質浄化、景観など、重要な働きをしていた。家棟川ビオトープ整備事業は、今後の内
湖・湿地帯の復元のための基礎的知見を得るため、実験的に取り組んでいる事業である。
実験的施設であることからモニタリングを実施しており、その結果、当施設において全リン・
鉄の除去などの水質浄化（沈殿効果による）効果が、多少ではあるが確認されているとともに、
仔稚魚ではないが、コイ科魚類なども確認されている。また、当地におけるコイ科魚類の産卵
などモニタリングの中で今後確認する必要がある。

●提案理由
家棟川ビオトープ整備事業地は、滋賀県の工事により発生する土の仮置き場として利用さ
れていた場所であり、道路を挟んで琵琶湖湖岸に隣接しているため、内湖・湿地帯の復元・
再生の実験的整備地として最適であると判断した。また、当地は滋賀県が管理者であるため、
滋賀県と調整を図り、ビオトープとして整備することとした。また、琵琶湖周辺の内湖・湿地帯
の再生・復元については、琵琶湖の環境上、内湖・湿地帯が重要であるため、再生・復元を目
指すこととした。具体的箇所については、管理者である滋賀県との調整による。
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●委員会等からの意見

「整備計画進捗状況報告」においては、「モニタリング」および「家棟川ビオトープ整備場所に
おけるモニタリングとワークショップの開催」予定、とのみ書かれているだけである。少なくとも
モニタリングの方法と結果を明示し、それをもとにどのように修復方法を検討し実施するつも
りなのかについて、直ちに内容を明示されたい。

また、「一般的にはこのようなものを大きく進める必要がある。但し、家棟川地区はこれに適
切なものでは極めてない。従って、複数の他の場所を積極的に取り上げることが肝要であり、
そのようになされなければ意味がない」と、「基礎原案に係る具体的な整備内容シートについ
ての意見書」において指摘したにも係らず、この他の場所についての検討は、「基礎案に係る
具体的な整備内容シート」に記載されておらず、さらに今回の「進捗状況報告書」でも扱われ
ていないことは、極めて遺憾である。直ちに「検討」に入られたい。 【琵琶湖部会】

●進捗状況
琵琶湖周辺の内湖の機能（水質浄化、生態系の回復、人と自然の関わり）を確認

・水質浄化：除去率は、底泥の堆積に伴いＳＳ、ＣＯＤ、Ｔ－Ｐの低下傾向。
・生態系の回復：平成１７年度は植物、小動物、鳥類、昆虫類の調査を実施し、過年度の実績

に比し種数の増加を確認。
・人と自然の関わり：H17. 9.10昆虫調査、植物調査に関するワークショップ

：H17.11.19魚類調査、底泥調査に関するワークショップ
H18. 2.18樹木調査に関するワークショップを開催

●今後の見通し等
過去の調査結果（Ｈ１１～Ｈ１７）を水質浄化、生態系の回復、人と自然の関わりにおいてと
りまとめ評価を実施。
また、湖岸堤残地を利用したビオトープ整備を進めていく。




